
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

乳児～高校生

乳幼児

地域子育て支援拠点

小学校～中学校

就学援助費支給

ICT教育

郷土学習の推進

学習支援ボランティア

スクールカウンセラー配置

中学校英語検定料補助事業

英語教育の充実

学校給食・食育推進

定期予防接種

任意予防接種費用助成
（B型肝炎・おたふくかぜ・三種混合）

小児急病診療システム 子育て短期支援事業

児童手当の支給

（0歳～高校3年生まで）

子ども医療費助成

（0歳～高校3年生まで）

児童家庭相談 養育支援訪問事業

児童扶養手当

特別児童扶養手当 ひとり親家庭医療費助成

自立支援医療制度

（育成医療）

学習環境の整備

放課後児童健全育成事業

（学童保育）

通学バスの運行

スクールソーシャルワーカー

配置（活用事業）

給食費助成事業

保護者の負担軽減を図るた

め学校給食費を

全額助成しています。

また、学校給食では、地元

産の食材も使用しながら食

校舎の耐震化率は100％で、全教室にエアコンを完備してい

ます。

幼児

相談・家庭訪問（保健師）（管理栄養士）

発達相談員（公認心理師）（保健師）

地区担当保健師が妊娠から

子育てまでサポートします。

放課後等デイサービス
小学１年生から中学３年生までの９年間において、ALT

（外国語指導助手）の配置や体験型英語教育事業の実施な

どコミュニケーション力を重視した英語教育を行っていま

B型肝炎ワクチン➔1歳から小学6年生までの子どもに3回まで（上限計15,000円）

おたふくかぜ（流行性耳下腺炎）ワクチン➔1歳から就学前の子どもに2回まで（上限計12,000円）

三種混合ワクチン➔①小学校就学前1年間にある者で、定期接種の三種混合または五種混合ワクチンの一期追加

接種後６ヶ月以上経過した人

②11歳～13歳未満で、定期接種の二種混合ワクチンを未接種の人（定期接種の二種混合ワ

クチンに代えて三種混合ワクチンを接種する場合に限る）

（各1回 上限５，０００円）

千早赤阪村では妊婦さんから高校生まで さまざまなサービスで子育てを応援しています！

[千早赤阪村子育て応援サービス]（令和８年４月現在）

<問い合わせ先>

乳児一般

（1カ月児）

健康診査

4カ月児

健康診査 乳児後期

健康診査

1歳児

健康診査 1歳6カ月児

健康診査

1歳6カ月児

歯科健康診査

2歳6か月児

歯科健康診

査 3歳6カ月児

健康診査

5歳児

健康診査3歳6カ月児

歯科健康

診査

妊娠・出産

妊娠届出時面接相談

母子健康手帳交付

妊婦健康診査
（妊娠期間中に14回）

（上限135,000円費用助成）

（多胎は別途増額）

妊婦（両親）教室

妊婦歯科健康診査

相談・家庭訪問
（保健師）

（管理栄養士）

『妊娠届出時面接相談』では不

安や悩みの相談から、妊娠～出

産～子育てまでのさまざまなサ

ポートについてご説明します。

新生児～乳児

産婦健康診査2回

（産後2週頃と産後4週頃）

新生児訪問

(こんにちは赤ちゃん事業)

子育て支援ヘルパー

子育て応援出産お祝い事業

（絵本・育児書プレゼント）

（おおさか河内材を使った

積み木をプレゼント）

(育児グッズプレゼント）

未熟児養育医療給付

新生児聴覚検査

（上限10,000円費用助成）
離乳食講習会

相談・家庭訪問

（保健師）（管理栄養士）

発達相談産後ケア事業
（ショートステイ・デイサービス）

紙おむつ用無料ごみ処理券

配布事業（５枚／月を配布）

子育て支援の一環として、2歳の誕生月まで、

紙おむつ用のごみシールの配布を行います。

バス・タクシー利用料助成

（最大１２，０００円／年度）

(妊婦・0～2歳児の保護者)

幼児教育・保育

地域子育て支援拠点「ひまわり」

幼児教育・保育の無償化

副食費補助

（上限４，９００円／月を助成）

認定こども園など

国の制度では満3歳未満の3号認定こどもについては、住民税非課税世帯

のみが無償とされていますが、村の独自の施策として、認定こども園など

の保育料を、保護者の所得に関係なく無償としています。

国の考え方では3歳児から5歳児の副食費は、保護者の実費負担とされまし

たが、村の独自施策として、幼稚園、認可保育園、認定こども園を利用す

る子どもについて、世帯の子どもの人数や保護者の所得に関係なく、副食

費について月額4,900円を上限に補助します。同じく0歳児から2歳児の保

育料についても世帯の子どもの人数や保護者の所得に関係なく無償化を実

施しており、保育料に含まれる副食費も無償としています。

村のすべてのこども・妊産婦・子育て家庭に関する相談支援の窓口とし

て、個々のニーズに応じた助言や情報提供など必要な支援を行います。

また、地域の様々な施設や保健・医療・福祉などの関係機関との調整を

行い、切れ目のない包括的な支援体制によりサポートします。

教育支援センター設置

（くすのきルーム）

保育所等訪問支援

医療型児童発達支援

児童発達支援

居宅訪問型児童発達支援

保護者向け講座

妊婦のための支援給付

親子クッキング

目の屈折

検査

スポットビジョンスクリーナ―という機器を使って近視・遠視・

乱視などの屈折異常や、角度の大きな斜視を調べます。

この機器は、検査前の処置等がなく、瞬時に検査を行うことがで

きます。

こども家庭センター

すくすく子育て応援事業

0歳から2歳の誕生日に属する月の末日までの乳児を養

育する保護者に対し、おむつ、育児用ミルク、ベビー

フードなどの交友費用について4,000円/月を上限に助

成金を支給します。

こども課（保健センター内） ☎72－0084

健康課（保健センター内） ☎72－0069

教育課（くすのきホール内） ☎72－1300

農林環境課 ☎26－7128

総務政策課 ☎72－0081

妊娠届け出時と出産時の2回に分けて給付金

50,000円/回を支給します。また、保健師が

相談に応じて必要な支援につなげます。

路線バス等通学定期券購入補助

（中学生・高校生）

RSウイルス感染症に対する

母子免疫ワクチンの定期接種


